
 

 

議案第   号 

 

川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ６ 月 １ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例 

 川崎市障害者就労支援施設条例（昭和３６年川崎市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表中 

「  

川崎市わーくす大師 川崎市川崎区東門前１丁目１１番６号 

川崎市わーくす大島 川崎市川崎区大島１丁目２８番５号 

                                  」 

を 

「  

川崎市わーくす大島 川崎市川崎区大島１丁目２８番５号 

                                  」 

に改める。 

第３条第１号を削り、同条第２号中「法」を「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号を削り、同条第４号を

議案第８２号



同条第２号とし、同条第５号を同条第３号とする。 

第８条第１号中「及び第２号」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

わーくす大師を廃止するため、この条例を制定するものである。 


